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〔
商
法
　
三
六
八
〕

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
一
〇
条
に
い
う
い
わ
ゆ
る
「
構
内

自
動
車
」
が
道
路
上
を
走
行
中
に
発
生
し
た
事
故
に
対
す
る

政
府
の
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
事
業
の
適
用
の
可
否
（
積
極
）

（
騨
纏
灘
極
鞭
離
講
舘
）

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

一
　
友
人
の
父
親
が
経
営
す
る
板
金
工
場
内
で
専
ら
使
用
さ
れ
て
い

た
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
を
無
断
運
転
し
た
者
が
道
路
上
で
起
こ
し
た
事

故
に
つ
い
て
、
右
父
親
に
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
保
有
者
と
し
て
の
運

行
供
用
者
責
任
が
肯
定
さ
れ
た
事
例

二
　
い
わ
ゆ
る
構
内
自
動
車
が
道
路
上
で
起
こ
し
た
事
故
は
、
自
動

車
損
害
賠
償
保
障
法
七
二
条
に
基
づ
く
政
府
の
自
動
車
損
害
賠
償
保

障
事
業
の
適
用
を
受
け
る
か
（
積
極
）

〔
参
照
条
文
〕

　
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
三
条
・
一
〇
条
・
七
一
条
・
七
二
条

〔
事
　
実
〕

　
Y
［
被
告
・
被
控
訴
人
］
は
、
「
Y
板
金
工
作
所
」
と
い
う
商
号

で
板
金
業
を
営
み
、
そ
の
工
場
内
で
荷
物
の
積
み
降
ろ
し
作
業
に
使

用
す
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
以
下
、
本
件
車
両
と
略
記
す
る
）
を
所

有
し
、
こ
れ
を
本
件
工
場
内
に
お
い
て
占
有
・
管
理
し
、
も
っ
ぱ
ら

本
件
工
場
内
に
お
い
て
使
用
し
て
い
た
。
本
件
車
両
は
、
自
動
車
損

害
賠
償
保
障
法
（
以
下
、
自
賠
法
と
略
記
す
る
）
　
O
条
に
い
う
い

わ
ゆ
る
構
内
自
動
車
で
あ
る
た
め
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険

（
共
済
）
（
以
下
、
自
賠
責
保
険
と
略
記
す
る
）
が
付
保
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
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Y
は
、
昭
和
五
七
年
五
月
一
日
午
後
七
時
三
〇
分
過
頃
、
所
要
の

た
め
本
件
工
場
を
出
た
が
、
こ
の
日
は
本
件
車
両
の
エ
ン
ジ
ン
キ
ー

を
抜
く
の
を
忘
れ
た
。
Y
の
妻
A
は
、
右
事
務
所
で
事
務
関
係
の
残

業
を
し
た
後
、
午
後
一
〇
時
過
頃
、
本
件
工
場
の
西
側
シ
ャ
ッ
タ
ー

か
ら
出
て
帰
宅
し
た
が
、
B
（
Y
の
長
男
）
［
事
故
当
時
一
七
歳
］

が
間
も
な
く
戻
る
も
の
と
思
い
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
に
施
錠
を
し
な
か
っ

た
。
こ
の
た
め
、
本
件
車
両
は
、
同
日
か
ら
翌
五
月
二
日
ま
で
エ
ン

ジ
ン
キ
ー
が
付
け
ら
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
、
施
錠
が
さ
れ
て
い
な
い

シ
ャ
ッ
タ
ー
の
工
場
内
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。

　
B
は
、
昭
和
五
六
年
秋
以
降
、
本
件
工
場
内
に
あ
る
部
屋
で
、
留

守
番
の
た
め
寝
泊
ま
り
し
て
い
た
。
そ
の
部
屋
は
、
B
と
そ
の
仲
間

で
あ
る
訴
外
C
ら
の
溜
ま
り
場
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

　
B
は
、
本
件
部
屋
を
外
出
す
る
際
、
自
宅
に
い
た
B
（
Y
の
三

男
）
［
事
故
当
時
一
五
歳
］
に
本
件
工
場
の
留
守
番
を
依
頼
し
、
そ

　
　
　
　
ウ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

の
た
め
、
B
は
遊
び
に
来
て
い
た
友
人
訴
外
D
［
事
故
当
時
一
五

歳
］
と
と
も
に
、
五
月
一
日
午
後
一
〇
時
二
〇
分
頃
、
本
部
屋
に
行

っ
た
。
そ
こ
に
は
、
B
の
友
人
で
あ
る
訴
外
C
が
す
で
に
い
た
。
翌

五
月
二
日
午
前
一
時
四
〇
分
頃
、
最
後
ま
で
残
っ
た
者
も
本
件
部
屋

か
ら
帰
宅
し
よ
う
と
し
て
工
場
に
降
り
て
き
た
と
き
、
エ
ン
ジ
ン
キ

ー
の
つ
い
た
本
件
車
両
を
発
見
し
、
訴
外
C
が
そ
れ
を
運
転
し
て
シ

ャ
ッ
タ
ー
か
ら
工
場
外
へ
出
た
。
途
中
、
訴
外
C
は
E
と
運
転
を
交

代
し
、
B
を
除
く
訴
外
C
、
訴
外
D
ら
も
本
件
車
両
に
乗
り
込
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

運
転
を
再
開
し
た
。
B
は
訴
外
D
ら
に
乗
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
た

も
の
の
、
誰
も
聞
く
者
は
な
く
、
道
路
に
出
て
か
ら
左
折
後
、
再
び

訴
外
C
が
E
と
代
わ
っ
て
運
転
を
始
め
た
が
、
二
度
目
の
左
折
地
点

で
、
本
件
車
両
の
左
側
を
小
走
り
で
伴
走
し
て
い
た
訴
外
D
を
本
件

車
両
の
左
側
側
面
で
道
路
左
側
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
強
圧
・
転
倒
さ
せ
、

脳
挫
傷
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
。

　
X
（
国
）
［
原
告
・
控
訴
人
］
は
、
自
賠
法
七
二
条
一
項
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

き
被
害
者
D
の
父
母
D
、
D
に
保
障
金
を
給
付
し
た
後
、
D
、
D
の

Y
に
対
し
て
有
す
る
同
三
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
代
位
取

得
し
た
旨
主
張
し
、
Y
に
対
し
上
記
給
付
額
相
当
の
金
員
の
支
払
を

求
め
て
本
訴
を
提
起
し
た
。

　
第
一
審
判
決
（
名
古
屋
地
判
昭
和
六
三
年
六
月
一
〇
日
、
金
判
九

二
五
号
一
三
頁
、
訴
務
月
報
三
七
巻
三
号
五
九
九
頁
）
は
、
Y
の
自

賠
法
三
条
の
運
行
供
用
者
責
任
を
否
定
し
、
X
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

た
だ
し
、
政
府
の
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
事
業
（
以
下
、
政
府
保
障

事
業
と
略
記
す
る
。
〔
自
賠
法
七
二
条
〕
）
の
適
用
の
可
否
に
つ
い
て

は
、
傍
論
部
分
で
、
肯
定
す
る
旨
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
X
が

控
訴
し
た
。
な
お
、
本
件
控
訴
審
判
決
後
、
上
告
さ
れ
た
が
、
最
高

裁
は
、
平
成
五
年
三
月
一
六
日
第
三
小
法
廷
判
決
に
お
い
て
、
詳
細

な
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
、
本
件
事
故
へ
の
政
府
保
障
事
業
の
適
用
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を
肯
定
し
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

〔
判
　
旨
〕
原
判
決
取
消

一
　
自
賠
法
』
○
条
は
同
法
三
条
の
適
用
を
除
外
し
て
い
な
い
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
自
動
車
〔
構
内
自
動
車
－
筆
者
注
〕
が
事
故
を

起
こ
し
た
場
合
に
、
そ
の
保
有
者
が
当
該
自
動
車
の
運
行
支
配
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
同
法
三
条
に
よ
り
運
行
供
用
者
責

任
を
負
担
す
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
。
「
訴
外
C
と
E
の
運

転
は
、
Y
か
ら
す
れ
ば
、
無
断
運
転
に
該
当
す
る
」
が
、
「
Y
の
本

件
車
両
に
対
す
る
運
行
支
配
は
、
本
件
事
故
の
時
点
で
も
な
お
及
ん

で
い
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
」
り
、
訴
外
D
は
自
賠
法
三

条
に
い
う
「
他
人
」
に
該
当
し
、
し
た
が
っ
て
、
「
Y
は
本
件
事
故

に
つ
き
、
運
行
供
用
者
責
任
を
負
担
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
」
。

二
　
「
な
る
ほ
ど
、
人
身
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
、
自
賠
法
七
二
条

一
項
後
段
に
よ
っ
て
、
政
府
の
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
事
業
の
適
用

を
受
け
う
る
の
は
、
責
任
保
険
の
被
保
険
者
及
び
責
任
共
済
の
被
共

済
者
以
外
の
者
が
、
同
法
三
条
の
規
定
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
の
責
に

任
ず
る
場
合
で
あ
る
が
、
そ
の
括
弧
書
き
に
よ
っ
て
、
そ
の
責
任
が

同
法
一
〇
条
に
規
定
す
る
自
動
車
の
運
行
に
よ
っ
て
生
ず
る
場
合
が

除
か
れ
て
い
る
か
ら
、
本
件
車
両
の
よ
う
に
、
構
内
自
動
車
の
運
行

に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
場
合
は
、
そ
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る

と
解
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
構
内
自
動
車

と
え
い
ど
も
、
本
来
の
用
途
か
ら
外
れ
て
、
道
路
ヒ
を
運
行
し
て
い

る
際
に
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
に
は
、
自
賠
法
に
反
し
て
責
任
保
険

ま
た
は
責
任
共
済
の
契
約
を
締
結
し
な
い
ま
ま
、
自
動
車
を
運
行
の

用
に
供
し
た
場
合
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
結
局
、
構
内
自

動
車
の
運
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
政
府
の
保
障
事
業

の
適
用
を
受
け
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
の
種
の
自
動
車
が
工
場
内
等
で

運
行
さ
れ
て
い
る
場
合
の
事
故
に
限
ら
れ
、
道
路
ヒ
の
事
故
の
場
合

は
、
一
般
の
自
動
車
に
よ
る
事
故
の
場
合
と
同
様
に
、
右
保
障
事
業

の
適
用
を
受
け
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
に
解
す
る
こ
と
が
ま
た
、
道
路
上
に
お
け
る
自
動
車
の
運
行
に
よ

っ
て
生
じ
た
、
不
特
定
の
第
三
者
の
損
害
を
で
き
る
だ
け
救
済
す
る

た
め
、
自
賠
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
、
政
府
の
自
動
車
損
害
賠
償
保

障
事
業
の
目
的
・
趣
旨
に
も
合
致
す
る
も
と
の
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
件
車
両
に
は
自
賠
法
七
二
条
が
適
用
さ
れ
な
い

と
い
う
Y
の
主
張
は
、
採
用
で
き
な
い
」
。

〔
研
　
究
〕
結
論
に
賛
成
す
る
が
、
そ
の
理
由
に
は
反
対
す
る
。

一
　
本
判
決
は
、
い
わ
ゆ
る
「
構
内
自
動
車
」
（
自
賠
法
一
〇
条
）

が
道
路
上
を
走
行
中
に
事
故
を
惹
起
し
た
場
合
に
政
府
保
障
事
業

（
自
賠
法
七
一
条
以
下
）
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
高
裁
レ

ベ
ル
で
初
め
て
判
断
が
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
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構
内
自
動
車
の
運
行
に
起
因
す
る
事
故
に
つ
い
て
の
運
行
供
用
者
責

任
の
発
生
の
有
無
を
簡
単
に
検
討
し
、
そ
の
事
故
に
対
す
る
政
府
保

障
事
業
の
適
用
の
可
否
に
中
心
を
お
い
て
考
察
を
試
み
る
（
異
論
の

余
地
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
運
行
供
用
者
責
任
が

成
立
す
る
こ
と
を
前
提
に
考
察
を
す
す
め
る
）
。

二
　
本
件
事
故
の
特
徴
は
、
「
構
内
自
動
車
」
が
構
内
で
は
な
く

』
般
道
路
上
を
走
行
中
に
」
事
故
を
惹
き
起
こ
し
た
点
に
あ
る
。

構
内
自
動
車
（
自
賠
法
一
〇
条
）
と
は
、
道
路
以
外
の
場
所
の
み
に

お
い
て
運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
い
う
（
注
解
交
通
損
害
賠
償

保
障
法
・
鈴
木
潔
H
川
井
健
H
小
川
昭
二
郎
H
宮
原
守
男
編
一
〇
二

頁
〔
平
野
善
次
郎
筆
〕
、
木
宮
高
彦
H
羽
成
守
H
板
東
司
朗
・
注
釈

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
一
〇
八
頁
〔
板
東
司
朗
筆
〕
）
。
そ
し
て
、

こ
こ
に
い
う
「
道
路
」
と
は
道
路
法
二
条
一
項
に
規
定
す
る
道
路
、

道
路
運
送
法
二
条
八
項
に
規
定
す
る
自
動
車
道
お
よ
び
そ
の
他
一
般

交
通
の
用
に
供
す
る
場
所
を
い
い
、
道
路
交
通
法
二
条
一
号
に
い
う

「
道
路
」
の
意
義
と
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
木
宮
H
羽
成
H

板
東
・
前
掲
書
一
〇
八
頁
〔
板
東
筆
〕
）
。
構
内
自
動
車
で
あ
れ
ば
、

付
保
義
務
等
に
つ
い
て
定
め
る
自
賠
法
五
条
お
よ
び
七
条
か
ら
九
条

の
三
ま
で
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
（
自
賠
法
一
〇

条
）
、
適
用
除
外
車
の
一
つ
と
さ
れ
る
（
他
の
適
用
除
外
車
に
は
、

国
が
自
衛
隊
の
任
務
遂
行
に
必
要
な
業
務
に
用
い
る
自
動
車
、
日
米

安
保
条
約
に
基
づ
き
米
軍
が
そ
の
任
務
遂
行
に
必
要
な
業
務
に
用
い

る
自
動
車
、
国
連
軍
の
地
位
協
定
に
基
づ
き
国
連
軍
が
そ
の
任
務
遂

行
に
必
要
な
業
務
に
用
い
る
自
動
車
等
が
あ
る
〔
同
法
施
行
令
一
条

参
照
〕
）
。
保
険
実
務
上
は
、
自
動
車
を
構
内
で
の
み
運
行
の
用
に
供

す
る
と
い
う
保
有
者
の
意
思
の
も
と
に
、
未
登
録
車
の
場
合
は
そ
の

ま
ま
構
内
で
使
用
す
る
と
構
内
自
動
車
と
な
り
、
既
登
録
車
の
場
合

は
道
路
運
送
車
両
法
一
五
条
二
六
条
の
ま
つ
消
登
録
手
続
き
を
経

た
上
で
使
用
す
る
と
そ
れ
に
な
る
と
い
う
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い

る
。
構
内
自
動
車
は
、
保
有
者
の
、
一
般
自
動
車
道
を
走
行
し
な
い

自
動
車
と
し
て
使
用
す
る
と
い
う
意
思
を
根
拠
に
、
「
自
動
車
皆
保

険
（
共
済
）
」
の
原
則
（
自
賠
法
一
二
条
、
五
四
条
の
五
）
を
基
礎

づ
け
る
付
保
義
務
（
同
法
五
条
、
八
七
条
一
号
。
な
お
、
五
四
条
の

二
）
が
免
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

三
　
構
内
自
動
車
の
運
行
に
よ
り
事
故
が
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
、
そ

の
保
有
者
は
運
行
供
用
者
責
任
（
自
賠
法
三
条
）
を
負
担
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
本
判
決
は
、
「
本
件
車
両
は
、
…
…
本
件
工
場
の
構
内
に
お
い
て
、

荷
物
の
積
み
降
ろ
し
作
業
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車
で
あ
る
た
め
、
自

賠
法
一
〇
条
に
よ
り
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
契
約
の
締
結

を
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
同
法
一
〇
条
は
同
法
三
条
の
適

用
を
除
外
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
自
動
車
が
事
故
を
起
こ
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し
た
場
合
に
、
そ
の
保
有
者
が
当
該
自
動
車
の
運
行
支
配
を
有
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
同
法
三
条
に
よ
り
運
行
供
用
者
責
任
を

負
担
す
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
し
、
肯
定
す
る
。
最
高

裁
所
は
、
昭
和
四
八
年
七
月
六
日
第
二
小
法
廷
判
決
〔
上
告
棄
却
〕

（
判
時
七
一
五
号
五
〇
頁
、
判
タ
三
〇
〇
号
二
〇
七
頁
）
に
お
い
て
、

Y
会
社
［
被
告
・
控
訴
人
・
附
帯
被
控
訴
人
・
上
告
人
］
の
作
業
内

で
、
従
業
員
A
は
シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
を
事
業
用
に
使
用
中
に
そ
れ

で
甲
を
礫
い
て
死
亡
さ
せ
た
の
で
、
そ
の
夫
、
子
で
あ
る
X
ら
［
原

告
・
被
控
訴
人
・
附
帯
控
訴
人
・
被
上
告
人
］
が
自
賠
法
三
条
に
基

づ
き
Y
会
社
に
対
し
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
、
構
内
自
動
車
に
つ
い
て
自
賠
法
三
条
の
適
用
を
肯
定
し

た
。
甲
は
「
シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
（
道
路
運
送
車
両
法
二
条
二
項
に

い
う
自
動
車
）
（
以
下
本
件
ロ
ー
ダ
ー
と
い
う
。
）
に
礫
か
れ
て
死
亡

し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
ロ
ー
ダ
ー
は
、
自
動
車
損
害
賠
償

保
障
法
二
条
一
項
に
い
う
自
動
車
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、

そ
し
て
、
同
条
二
項
に
い
う
運
行
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
二
条
五

項
に
い
う
運
行
よ
り
も
範
囲
が
広
く
、
工
場
敷
地
内
や
公
園
等
道
路

以
外
の
場
所
の
み
で
自
動
車
を
当
該
装
置
の
用
法
に
従
い
用
い
る
場

合
を
も
含
む
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
…
…
本
件
ロ
ー
ダ
ー

を
Y
会
社
の
作
業
所
内
の
み
に
お
い
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
て

も
、
…
…
Y
会
社
は
、
そ
の
所
有
の
本
件
ロ
ー
ダ
ー
を
自
己
の
た
め

運
行
の
用
に
供
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
運
行
に
よ
っ

て
右
甲
の
生
命
を
害
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、

Y
会
社
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
き
、
自
動
車
損
害
賠

償
保
障
法
三
条
所
定
の
責
に
任
ず
べ
き
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
も
っ
と
も
、
同
法
一
〇
条
に
よ
る
と
、
道
路
以
外
の
場
所
の

み
に
お
い
て
運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
同
法
五
条

の
規
定
（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
）
の
適
用
は
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
の
こ
と
と
同
法
三
条
の
損
害
賠
償
責
任
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
っ

て
、
右
の
自
動
車
に
つ
い
て
同
法
三
条
の
適
用
が
排
除
さ
る
べ
き
い

わ
れ
は
な
い
」
、
と
。
ま
た
、
下
級
審
の
裁
判
例
を
挙
げ
る
と
、
東

京
地
判
昭
和
四
三
年
】
二
月
二
六
日
交
民
集
】
巻
四
号
一
五
四
八
頁

は
、
被
告
ら
の
、
被
告
車
は
専
ら
工
場
内
の
み
に
使
用
す
る
特
殊
な

も
の
で
あ
る
か
ら
自
賠
法
の
適
用
は
な
い
と
の
主
張
に
対
し
、
自
賠

法
の
適
用
の
あ
る
「
自
動
車
」
を
定
義
す
る
同
法
二
条
一
項
と
そ
れ

を
受
け
る
道
路
運
送
車
両
法
二
条
二
項
は
、
「
農
業
耕
作
用
の
小
型

特
殊
自
動
車
を
自
賠
法
の
適
用
除
外
と
し
て
い
る
外
は
制
限
を
付
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
工
場
内
で
使
用
す
る
特
殊
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
以
て
自
賠
法
の
適
用
が
な
い
と
の
見
解
は
独
自
の
見
解
で

あ
っ
て
、
当
裁
判
所
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
述
べ
、

「
自
賠
法
一
〇
条
の
適
用
除
外
は
、
同
条
が
『
第
五
条
及
び
第
七
条

か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
…
…
適
用
し
な
い
。
』
と
明
示
し
て
い
る
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と
お
り
で
あ
っ
て
、
自
賠
法
三
条
の
適
用
を
除
外
す
る
も
の
で
は
な

い
」
、
と
判
示
し
た
（
他
に
、
新
潟
地
判
昭
和
四
七
年
一
〇
月
三
一

日
交
民
集
五
巻
五
号
一
四
八
三
頁
が
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
に
、
構
内

自
動
車
の
運
行
中
の
事
故
に
対
す
る
運
行
供
用
者
と
し
て
の
責
任
は

免
れ
な
い
と
さ
れ
る
（
前
掲
注
解
交
通
損
害
賠
償
保
障
法
一
〇
三
頁

〔
平
野
筆
〕
、
木
宮
“
羽
成
“
板
東
・
前
掲
書
一
〇
七
頁
〔
板
東
筆
〕
）
。

　
思
う
に
、
自
賠
法
一
〇
条
は
自
動
車
が
い
か
な
る
場
所
で
運
行
さ

れ
よ
う
と
も
そ
れ
自
体
に
内
蔵
さ
れ
て
い
た
抽
象
的
危
険
が
運
行
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
着
目
し
運
行
供
用
者
に
厳
格
な
責
任
を

課
す
（
同
法
三
条
）
こ
と
に
よ
っ
て
未
然
に
事
故
の
発
生
を
防
止
す

る
と
と
も
に
、
民
法
の
使
用
者
責
任
（
七
一
五
条
）
の
欠
陥
を
補
完

し
よ
う
と
し
て
、
自
賠
法
三
条
の
適
用
を
排
除
し
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
（
し
た
が
っ
て
、
同
法
七
二
条
一
項
後
段
括
弧
書
き
の
「
そ
の

責
任
」
と
は
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
責
任
」
と
解
さ
れ
る
）
。
こ

の
よ
う
に
、
構
内
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
に
つ
い
て
も
保
有
者

は
運
行
供
用
者
責
任
を
負
う
と
解
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
構
内
自
動
車
に
つ
い
て
は
自
賠
法
五
条
の
適
用
が
な
い

た
め
、
構
内
自
動
車
に
自
賠
責
保
険
の
付
保
さ
れ
な
い
場
合
が
予
測

さ
れ
、
そ
の
場
合
は
構
内
自
動
車
の
運
行
に
起
因
す
る
事
故
の
被
害

者
は
自
賠
責
保
険
に
よ
る
救
済
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の

た
め
、
被
害
者
は
政
府
保
障
事
業
（
自
賠
法
七
一
条
以
下
）
に
よ
る

救
済
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

四
　
政
府
保
障
事
業
と
は
、
判
例
（
最
三
小
判
昭
和
五
四
年
一
二
月

四
日
民
集
三
三
巻
七
号
七
二
三
頁
、
判
時
九
五
二
号
四
七
頁
、
判
タ

四
〇
六
号
八
三
頁
〔
甲
自
動
車
（
付
保
車
）
と
乙
自
動
車
（
無
保
険

車
）
の
二
台
の
車
両
の
運
行
に
よ
り
生
じ
た
交
通
事
故
の
被
害
者
が

甲
自
動
車
に
つ
い
て
自
賠
責
保
険
に
よ
り
損
害
填
補
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
に
、
さ
ら
に
、
乙
自
動
車
に
つ
い
て
も
政
府
保
障
事

業
に
対
し
保
障
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件

に
対
し
、
最
高
裁
は
保
障
請
求
を
否
定
し
た
〕
。
以
下
、
昭
和
五
四

年
最
高
裁
判
決
と
略
記
す
る
。
）
に
よ
れ
ば
、
自
賠
責
保
険
制
度
が

ひ
き
逃
げ
事
故
ま
た
は
無
保
険
車
に
よ
る
事
故
等
の
、
「
保
険
の
制

度
に
な
じ
ま
な
い
特
殊
の
場
合
に
お
け
る
被
害
者
を
救
済
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
、
等
し
く
交
通
事
故
の
被
害
者
で
あ
り
な
が
ら
自

賠
責
保
険
に
よ
っ
て
は
全
く
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
が

生
じ
る
の
は
適
当
で
な
い
と
し
て
、
社
会
保
障
政
策
上
の
見
地
か
ら

特
に
、
と
り
あ
え
ず
政
府
に
お
い
て
被
害
者
に
対
し
損
害
賠
償
義
務

者
に
代
わ
り
損
害
の
填
補
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な

特
殊
の
場
合
の
被
害
者
を
救
済
す
る
」
制
度
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

「
政
府
の
保
障
事
業
に
よ
る
救
済
は
、
他
の
手
段
に
よ
っ
て
は
救
済

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
交
通
事
故
の
被
害
者
に
対
し
、
最
終
的

に
最
小
限
度
の
救
済
を
与
え
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
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相
当
て
あ
」
る
と
す
る
（
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
昭
和
五
（
↓
）
年

三
月
二
五
日
判
時
八
〇
一
号
六
一
頁
、
東
京
地
判
昭
和
六
一
年
五
月

二
七
日
判
時
一
二
〇
六
号
五
六
頁
、
判
タ
六
〇
八
号
四
四
頁
、
訴
訟

月
報
三
三
巻
五
号
一
一
五
五
頁
が
あ
る
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
政
府
保
障
事
業
は
、
自
賠
責
保
険
に
よ
る
被
害
者

救
済
の
間
隙
を
、
「
最
終
最
低
」
保
障
と
い
う
形
式
で
「
補
完
」
す

る
制
度
で
あ
る
と
す
る
の
か
判
例
・
通
説
と
い
わ
れ
て
い
る
。
自
賠

法
は
、
政
府
保
障
事
業
に
よ
る
保
障
対
象
を
、
ひ
き
逃
げ
事
故
（
七

二
条
一
項
前
段
〔
自
賠
責
保
険
が
付
保
さ
れ
て
い
て
も
機
能
し
な
い

場
合
〕
）
、
無
保
険
車
事
故
等
（
同
条
同
項
後
段
〔
自
賠
責
保
険
が
本

来
的
に
機
能
し
な
い
場
合
〕
）
と
定
め
（
さ
ら
に
、
保
険
〔
共
済
〕

契
約
者
ま
た
は
被
保
険
〔
被
共
済
〕
者
の
悪
意
に
よ
る
事
故
〔
一
四

条
参
照
〕
も
政
府
保
障
事
業
の
保
障
対
象
と
さ
れ
て
い
る
）
、
か
つ
、

被
害
者
が
他
の
法
令
に
よ
る
社
会
保
険
給
付
（
金
）
を
受
け
た
場
合

ま
た
は
無
保
険
車
運
行
者
か
ら
損
害
賠
償
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の

給
付
相
当
額
な
い
し
は
金
額
の
限
度
に
お
い
て
、
保
障
金
額
は
控
除

さ
れ
る
（
七
三
条
一
項
二
項
）
と
定
め
る
。

　
そ
れ
で
は
、
自
賠
法
七
二
条
一
項
後
段
括
弧
書
き
が
、
白
賠
責
保

険
の
本
来
的
に
機
能
し
な
い
、
適
用
除
外
車
（
同
法
T

》
条
）
に
よ

る
事
故
を
政
府
保
障
事
業
の
保
障
対
象
か
ら
排
除
す
る
の
は
、
い
か

な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
従
来
の
学
説
は
こ
の
点
に
つ
き

意
識
し
て
論
じ
て
い
な
い
）
。
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
考
え
方
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
、
第
一
の
考
え
方
は
、
適
用
除
外
車
が
付
保
義
務
の
対
象
車

両
で
は
な
い
こ
と
に
求
め
る
（
こ
の
考
え
方
を
以
下
で
は
便
宜
上
形

式
説
と
表
記
す
る
）
。
す
な
わ
ち
、
自
賠
法
七
二
条
一
項
後
段
は
、

政
府
保
障
事
業
の
対
象
と
す
る
事
故
と
し
て
、
「
責
任
保
険
の
被
保

険
者
及
び
責
任
共
済
の
被
共
済
者
以
外
の
者
が
、
第
三
条
の
規
定
に

よ
っ
て
損
害
賠
償
の
責
に
任
ず
る
場
合
」
（
無
保
険
車
の
運
行
に
よ

る
事
故
等
）
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
場
合
と
同
条
同
項
後
段
括
弧
書

き
の
定
め
る
、
第
三
条
の
責
任
が
適
用
除
外
車
の
運
行
に
よ
る
事
故

と
の
差
異
は
、
加
害
車
に
付
保
義
務
（
五
条
、
八
七
条
］
号
）
が
課

せ
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
適
用
除
外
車
の
運

行
に
よ
る
事
故
が
政
府
保
障
事
業
の
保
障
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
の

は
付
保
義
務
が
そ
れ
に
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
こ

と
に
な
る
。
次
に
、
第
二
の
考
え
方
は
、
政
府
保
障
事
業
の
「
最

終
」
保
障
（
自
賠
法
七
三
条
）
と
い
う
法
的
性
質
に
求
め
る
（
こ
の

考
え
方
を
以
下
で
は
便
宜
上
実
質
説
と
表
記
す
る
）
。
す
な
わ
ち
、

実
質
説
で
は
、
昭
和
五
四
年
最
高
裁
判
決
が
述
べ
る
よ
う
に
、
政
府

保
障
事
業
を
「
社
会
保
障
政
策
ヒ
の
見
地
か
ら
」
「
他
の
手
段
に
よ

っ
て
は
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
交
通
事
故
の
被
害
者
に
対

し
て
、
最
終
的
に
…
…
救
済
を
与
え
る
趣
旨
の
も
の
」
と
捉
え
、
適
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用
除
外
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
の
場
合
に
は
政
府
保
障
事
業
以
外
の

他
の
手
段
に
よ
り
被
害
者
は
救
済
さ
れ
得
る
か
ら
、
適
用
除
外
車
に

よ
る
事
故
は
政
府
保
障
事
業
の
保
障
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
と
考
え

る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
適
用
除
外
車
が
加
害
車
と
な
る
事
故
は
、
ω
先
に
挙

げ
た
、
国
が
自
衛
隊
の
任
務
遂
行
に
必
要
な
業
務
に
用
い
る
自
動
車

等
の
事
故
の
場
合
と
、
q
り
構
内
自
動
車
の
事
故
の
場
合
（
σ
D
の
場
合

は
、
さ
ら
に
、
被
害
者
と
加
害
車
の
保
有
者
と
の
関
係
か
ら
、
被
害

者
が
ω
従
業
員
の
場
合
と
G
の
そ
れ
以
外
の
一
般
の
第
三
者
で
あ
る
場

合
と
に
分
類
で
き
る
。
）
と
の
二
つ
に
分
類
で
き
る
。
本
件
事
故
は

ω
G
⇒
の
構
内
自
動
車
の
事
故
で
あ
っ
て
被
害
者
が
一
般
の
第
三
者
の

場
合
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
上
記
の
形
式
説
・
実
質
説
が
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
に
立
っ
て
、
適
用
除
外
車
に
よ
る
事
故
全
般
を
含
め
、
被
害

者
の
救
済
の
有
無
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
、
ま
た
法
律
構
成
を
す
る

の
か
の
考
察
を
試
み
る
。

五
　
形
式
説
に
よ
れ
ば
、
適
用
除
外
車
に
付
保
義
務
が
課
せ
ら
れ
て

い
な
い
の
で
、
適
用
除
外
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
の
被
害
者
は
政
府

保
障
事
業
に
よ
る
保
障
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
認
し
て
お

く
が
、
構
内
自
動
車
が
本
来
の
用
途
か
ら
外
れ
道
路
上
を
運
行
し
た

と
し
て
も
、
構
内
自
動
車
に
は
依
然
と
し
て
付
保
義
務
は
課
せ
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
自
衛
隊
の
自
動
車
等
の
事
故
ω
に

よ
る
被
害
者
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
以
下
に
則
り
救
済
を
求
め
得
る
。

同
様
に
、
在
日
米
軍
お
よ
び
国
連
軍
の
自
動
車
に
よ
る
事
故
の
場
合

は
、
行
政
協
定
に
よ
っ
て
、
国
が
責
任
を
負
う
（
運
輸
省
地
域
交
通

局
自
動
車
保
障
課
監
修
・
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
の
解
説
■
ハ
七

頁
（
昭
六
二
）
）
国
の
責
任
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
国
は
十
分
な
賠

償
資
力
を
有
し
て
い
る
の
で
、
被
害
者
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
は
な

い
（
木
宮
日
羽
成
H
板
東
・
前
掲
書
一
〇
七
頁
〔
板
東
筆
〕
参
照
）
。

ま
た
、
構
内
自
動
車
の
運
行
に
よ
り
従
業
員
（
構
内
自
動
車
の
保
有

者
と
の
関
係
で
は
雇
用
関
係
に
な
い
第
三
者
で
あ
っ
て
も
、
他
の
事

業
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
が
業
務
上
被
害

を
被
っ
た
場
合
G
D
ω
に
は
、
場
所
の
如
何
を
問
わ
ず
、
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
（
以
下
、
労
災
保
険
法
と
略
記
す
る
）
に
し
た
が
っ
て

保
険
給
付
が
行
わ
れ
（
同
法
七
条
一
項
一
号
、
＝
一
条
の
八
以
下
参

照
）
、
被
害
者
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
は
な
い
（
木
宮
性
羽
成
H
板

東
・
前
掲
書
一
〇
七
頁
〔
板
東
筆
〕
参
照
）
。

　
問
題
は
、
構
内
自
動
車
の
工
場
内
お
よ
び
道
路
上
の
運
行
に
よ
り

第
三
者
が
人
身
損
害
を
被
っ
た
場
合
σ
D
ω
で
あ
る
。
第
三
者
は
政
府

保
障
事
業
以
外
の
他
の
手
段
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
が
、

政
府
保
障
事
業
に
よ
る
救
済
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
、
事
故
発
生
の

場
所
を
問
わ
ず
、
構
内
自
動
車
の
保
有
者
に
対
し
損
害
賠
償
を
求
め

る
こ
と
に
な
る
。
自
賠
法
制
定
当
時
の
昭
和
三
〇
年
頃
は
、
自
動
車
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の
普
及
台
数
も
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
不
特
定
多
数
の
者
が
構
内

自
動
車
の
運
行
に
よ
っ
て
人
身
損
害
を
被
る
事
例
が
き
わ
め
て
少
な

か
っ
た
の
で
あ
り
、
通
常
構
内
自
動
車
の
保
有
者
は
人
身
損
害
を
賠

償
す
る
資
力
に
欠
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
（
木
宮
口
羽
成
U
板

東
・
前
掲
書
一
〇
七
頁
〔
板
東
筆
〕
参
照
）
、
被
害
者
で
あ
る
第
三

者
は
政
府
保
障
事
業
の
適
用
が
な
く
と
も
損
害
は
填
補
さ
れ
得
た
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
自
賠
法
制
定
時
か
ら
四
〇
年
以
上
を
経
過
し
た

今
日
に
お
い
て
は
、
資
本
主
義
が
高
度
に
発
達
を
遂
げ
そ
れ
に
伴
い

自
動
車
が
大
量
に
生
産
さ
れ
、
か
つ
、
中
古
車
市
場
も
成
熟
し
た
こ

と
も
要
因
と
な
っ
て
、
社
会
の
隅
々
に
ま
で
自
動
車
が
普
及
し
、
十

分
な
賠
償
資
力
を
そ
な
え
て
い
な
い
個
人
企
業
主
さ
え
も
構
内
自
動

車
を
保
有
す
る
に
至
っ
た
た
め
に
、
第
三
者
が
道
路
上
の
構
内
自
動

車
の
運
行
に
よ
り
損
害
を
受
け
る
可
能
性
が
比
較
的
に
大
き
く
な
り
、

第
三
者
が
そ
の
保
有
者
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
も
画
餅
に
帰
す
る
と

い
う
事
態
が
十
分
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
被
害
者
で

あ
る
第
三
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
加
害
車
が
付
保
義
務
の
対
象
車

で
あ
る
か
否
か
は
意
味
が
な
く
、
構
内
自
動
車
は
自
賠
責
保
険
が
付

保
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
一
般
自
動
車
が
無
保
険
で
あ
る
場
合

と
同
じ
で
あ
る
の
に
、
付
保
義
務
の
対
象
車
両
で
あ
る
か
否
か
に
よ

っ
て
、
被
害
者
で
あ
る
第
三
者
に
政
府
保
障
事
業
に
よ
る
救
済
の
有

無
が
決
定
さ
れ
る
（
形
式
説
）
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
者
は
、
次
の
実
質
説
に
立
つ
も
の
と
解
さ
れ

る
。六

　
実
質
説
に
立
て
ば
、
政
府
保
障
事
業
は
、
加
害
車
が
付
保
義
務

の
対
象
車
両
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
（
自
賠
法
七
二
条
一
項

後
段
は
、
「
責
任
保
険
の
被
保
険
者
…
…
以
外
の
者
が
、
第
三
条
の

規
定
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
の
責
に
任
ず
る
場
合
」
と
定
め
る
の
み
で
、

付
保
義
務
の
有
無
は
問
題
に
し
て
い
な
い
）
、
他
の
手
段
に
よ
る
救

済
が
な
い
と
き
に
「
最
終
」
保
障
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る

（
自
賠
法
七
三
条
参
照
）
と
解
し
て
、
適
用
除
外
車
に
よ
る
事
故
の

場
合
に
は
政
府
保
障
事
業
以
外
の
他
の
確
実
な
被
害
者
救
済
手
段
が

認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
適
用
除
外
車
に
よ
る
事
故
を
政
府
保
障
事
業

の
対
象
外
と
し
た
の
が
、
七
二
条
一
項
後
段
括
弧
書
き
で
あ
る
と
す

る
。
実
際
に
、
先
の
自
衛
隊
の
自
動
車
等
の
事
故
ω
に
よ
る
被
害
者

は
、
国
家
賠
償
法
一
条
以
下
等
の
方
法
に
し
た
が
い
、
賠
償
資
力
に

欠
け
る
こ
と
は
な
い
国
か
ら
損
害
の
賠
償
を
得
る
の
で
、
右
に
い
う

他
の
救
済
手
段
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
構
内
自
動
車
の
運
行
に
よ

り
従
業
員
が
業
務
上
被
害
を
被
っ
た
場
合
鋤
ω
に
も
、
事
故
発
生
の

場
所
の
如
何
を
問
わ
ず
、
労
災
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
と
い
う
他

の
手
段
が
認
め
ら
れ
る
の
て
、
「
最
終
」
保
障
で
あ
る
政
府
保
障
事

業
は
働
か
な
い
。
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や
は
り
問
題
は
、
構
内
自
動
車
の
工
場
内
お
よ
び
道
路
上
の
運
行

に
よ
り
第
三
者
が
人
身
損
害
を
被
っ
た
場
合
O
D
G
⇒
に
あ
る
。
こ
の
場

合
は
、
被
害
者
は
政
府
保
障
事
業
以
外
の
他
の
救
済
手
段
に
よ
る
保

護
を
受
け
得
な
い
の
で
、
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
七
二
条
一
項
後
段

括
弧
書
き
は
適
用
さ
れ
ず
、
原
則
に
戻
り
七
二
条
一
項
後
段
が
適
用

さ
れ
る
と
解
す
る
。

　
自
賠
法
制
定
当
初
の
七
二
条
一
項
後
段
に
は
「
責
任
保
険
の
被
保

険
者
で
な
い
者
（
国
、
日
本
専
売
公
社
、
日
本
国
有
鉄
道
、
日
本
電

信
電
話
公
社
、
都
道
府
県
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

第
一
項
の
指
定
都
市
、
第
十
条
の
政
令
で
定
め
る
者
、
責
任
共
済
の

被
共
済
者
及
び
自
家
保
障
者
を
除
く
。
）
が
、
第
三
条
の
規
定
に
よ

つ
て
損
害
賠
償
の
責
に
任
ず
る
場
合
も
、
被
害
者
の
請
求
に
よ
り
、

政
令
で
定
め
る
金
額
の
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
た
損
害
を
て
ん

補
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
、
同
じ
く
一
〇
条
に
は
、
「
第
五
条
及
び
第

七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
国
、
日
本
専
売
公
社
、
日
本
国
有

鉄
道
、
日
本
電
信
電
話
公
社
、
都
道
府
県
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指

定
都
市
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
及

び
道
路
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
モ
号
）
に
よ
る
道

路
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
に
よ
る

自
動
車
道
及
び
そ
の
他
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
場
所
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
以
外
の
場
所
の
み
に
お
い
て
運
行
の
用
に
供
す
る
自

動
車
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
一
〇
条
に
い
う
「
政
令
で
定
め
る
者
」
と
は
、
自
賠
法
施
行
令

一
条
に
定
め
ら
れ
た
者
、
す
な
わ
ち
、
外
交
官
、
国
連
機
関
、
駐
留

軍
及
び
国
連
軍
等
で
あ
っ
て
、
構
内
自
動
車
の
運
行
供
用
者
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
自
賠
法
制
定
当
初
は
、
構
内
自
動
車
に

よ
る
事
故
が
惹
起
さ
れ
運
行
供
用
者
責
任
（
三
条
）
が
発
生
す
れ
ば
、

政
府
保
障
事
業
に
よ
る
損
害
填
補
の
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る

（
運
輸
省
自
動
車
局
監
修
・
改
訂
一
九
七
〇
年
度
版
自
動
車
損
害
賠

償
保
障
法
の
解
説
二
四
～
二
五
頁
は
、
構
内
自
動
車
に
つ
い
て
、

「
た
と
え
ば
工
場
内
や
、
自
動
車
運
転
練
習
場
内
の
み
で
運
転
さ
れ
、

一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
道
路
上
に
は
で
て
こ
な
い
（
従
っ

て
、
ナ
ン
バ
ー
・
プ
レ
ー
ト
も
つ
い
て
い
な
い
）
自
動
車
で
あ
る
が
、

こ
の
種
の
自
動
車
の
被
害
者
は
、
保
障
事
業
に
請
求
で
き
る
。
・

た
ま
た
ま
、
工
場
内
に
立
ち
入
っ
た
外
部
の
者
が
、
そ
の
よ
う
な
自

動
車
に
ひ
か
れ
た
場
合
は
、
保
障
事
業
が
、
そ
の
損
害
を
て
ん
補
す

る
。
そ
の
場
合
に
も
、
当
人
が
他
の
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
労
災
保

険
等
の
給
付
が
受
け
ら
れ
た
り
、
加
害
者
側
の
工
場
か
ら
損
害
賠
償

金
を
受
け
と
つ
た
と
き
は
、
…
…
や
は
り
請
求
が
そ
の
限
度
で
排
除

さ
れ
る
こ
と
に
な
」
る
と
述
べ
る
）
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
五
年
改

正
法
は
、
文
言
上
は
構
内
自
動
車
に
よ
る
事
故
を
政
府
保
障
事
業
の
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対
象
か
ら
除
外
し
た
（
七
二
条
］
項
後
段
括
弧
書
き
参
照
）
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
改
正
法
の
趣
旨
を
、
第
三
者
が
被
害
者
と
な
る
事
故

も
含
め
て
、
構
内
自
動
車
の
惹
起
し
た
事
故
に
対
し
て
は
政
府
保
障

事
業
の
適
用
は
な
い
と
す
る
も
の
だ
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
第
三
者
が
被
害
者
の
場
合
は
、
七
二
条
一
項
後
段
括

弧
書
き
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
と
解
す
る
。
今
日
に
お
い
て
は
、
か

つ
て
自
賠
法
が
定
め
て
い
た
自
家
保
障
制
度
（
旧
五
五
条
。
昭
和
四

五
年
に
同
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
）
に
よ
っ
て
被
害
者
と
な
っ
た
第
三

者
が
救
済
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
第
三
者
は
、
構
内
自

動
車
を
保
有
す
る
企
業
等
が
常
に
賠
償
資
力
を
担
保
す
る
に
十
分
な

資
力
を
有
す
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
事
故
発
生
時
の
場
所
が
道
路

上
か
工
場
内
か
を
問
わ
ず
、
政
府
保
障
事
業
以
外
に
他
の
救
済
手
段

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
構
内
自
動
車
の
運
行
に
よ
り
第
三
者
に
人

身
損
害
が
惹
起
さ
れ
運
行
供
用
者
責
任
が
発
生
し
、
か
つ
、
自
賠
責

保
険
が
付
保
さ
れ
て
い
な
い
場
合
（
任
意
に
自
賠
責
保
険
契
約
を
締

結
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
）
は
、
「
責
任
保
険
の
被
保
険
者
…
…
以

外
の
者
が
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
の
責
に
任
ず
る
場

合
」
に
該
当
す
る
の
で
、
政
府
保
障
事
業
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
実
質
説
が
妥
当
と
思
う
。

七
自
賠
法
七
二
条
］
項
後
段
括
弧
書
き
の
根
拠
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま

て
の
形
式
説
・
実
質
説
と
政
府
保
障
事
業
の
法
的
性
質
論
と
は
ど
の

よ
う
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
紙
幅
の
関
係
上
深
く
は
立
ち
入

れ
な
い
が
、
政
府
保
障
事
業
の
法
的
性
質
論
（
こ
れ
に
関
す
る
近
時

の
文
献
と
し
て
、
原
口
宏
房
「
報
告
4
　
政
府
保
障
事
業
制
度
の
法

的
性
格
に
つ
い
て
」
交
通
法
研
究
二
四
号
四
八
頁
以
下
が
あ
る
）
を

め
ぐ
っ
て
争
い
が
生
ず
る
原
因
は
、
政
府
保
障
事
業
が
「
自
動
車
保

有
者
」
の
拠
出
し
た
財
源
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
（
実
質
的
側

面
）
の
に
、
条
文
上
は
「
政
府
」
（
自
賠
法
七
一
条
、
七
二
条
一
項

二
項
等
）
が
保
障
事
業
を
行
っ
て
い
る
（
形
式
的
側
面
）
と
い
う
矛

盾
点
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
後
者
の
側
面
を
重
視
し
政
府
保
障
事
業

を
社
会
保
障
制
度
と
し
て
理
解
す
る
立
場
（
異
質
説
H
判
例
お
よ
び

保
障
実
務
、
岡
田
春
樹
「
政
府
保
障
事
業
と
自
賠
責
保
険
」
損
害
保

険
双
書
二
巻
・
田
辺
康
平
目
石
田
満
編
二
四
五
頁
、
同
「
自
賠
責
保

険
と
政
府
保
障
事
業
」
新
損
害
保
険
双
書
二
巻
・
田
辺
11
石
田
編
九

八
頁
、
倉
沢
康
］
郎
「
昭
和
五
四
年
最
判
解
説
」
判
タ
四
三
九
号
一

〇
九
頁
以
下
、
西
島
梅
治
「
判
批
（
昭
和
五
四
年
最
判
）
」
民
商
法

雑
誌
八
三
巻
一
号
一
〇
九
頁
以
下
、
同
「
民
事
責
任
と
保
険
に
よ
る

救
済
の
限
界
（
ヒ
）
」
商
事
法
務
八
八
二
号
三
二
九
～
三
三
〇
頁
等
）

と
、
前
者
の
側
面
を
重
視
し
自
賠
責
保
険
制
度
の
延
長
線
ヒ
に
あ
る

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
立
場
（
同
質
説
月
日
本
交
通
政
策
研
究
会

・
日
交
研
シ
リ
ー
ズ
B
1
1
0
「
政
府
の
保
障
事
業
の
問
題
点
」
〈
金
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澤
教
授
発
言
〉
八
頁
以
下
、
金
澤
理
・
交
通
事
故
と
保
険
給
付
二
八

一
頁
以
下
、
宮
原
守
男
「
政
府
の
保
障
事
業
」
交
通
法
研
究
五
号
五

四
頁
、
五
六
頁
、
原
口
宏
房
「
政
府
保
障
事
業
」
新
種
・
自
動
車
保

険
講
座
二
巻
自
動
車
保
険
・
金
澤
理
掃
西
島
梅
治
H
倉
澤
康
一
郎
編

一
二
七
頁
、
同
「
政
府
保
障
事
業
に
お
け
る
間
題
点
と
改
善
策
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
総
合
特
集
8
交
通
事
故
七
八
頁
、
同
「
政
府
保
障
事
業
」

自
動
車
保
険
の
基
礎
知
識
・
石
田
満
N
海
老
名
惣
吉
編
一
四
二
頁
、

同
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
五
四
年
重
要
判
例
解
説
九
六
頁
、
前

掲
注
解
交
通
損
害
賠
償
法
二
四
七
頁
以
下
〔
原
口
宏
房
筆
〕
、
木
宮

高
彦
”
羽
成
守
「
政
府
の
保
障
事
業
の
実
態
と
問
題
点
」
交
通
事
故

賠
償
の
現
状
と
課
題
・
交
民
集
創
刊
一
〇
周
年
記
念
論
集
三
七
八
頁

以
下
。
な
お
、
星
野
英
一
「
最
判
解
説
」
法
協
九
八
巻
六
号
八
六
八

頁
以
下
は
、
政
府
保
障
事
業
の
「
最
終
最
低
」
保
障
と
い
う
立
場
を

固
執
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
。
）
と
に
別
れ
、
そ

れ
が
、
政
府
保
障
事
業
の
制
度
趣
旨
あ
る
い
は
保
障
請
求
権
の
法
的

性
質
の
理
解
、
自
賠
責
保
険
と
政
府
保
障
事
業
と
の
運
用
に
お
け
る

被
害
者
の
取
り
扱
い
上
の
差
異
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

政
府
保
障
事
業
の
保
障
範
囲
・
保
障
水
準
、
保
障
金
額
決
定
の
性
質
、

保
障
金
請
求
権
の
性
質
（
時
効
の
起
算
点
や
遅
延
損
害
金
の
発
生

等
）
等
が
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
政
府
保
障
事
業
の
法
的

性
質
論
と
い
う
問
題
は
、
政
府
保
障
事
業
制
度
と
自
賠
責
保
険
制
度

と
が
性
質
に
お
い
て
同
じ
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

道
路
上
に
お
け
る
構
内
自
動
車
の
事
故
に
政
府
保
障
事
業
が
適
用
さ

れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。

八
　
さ
て
、
本
判
決
に
立
ち
戻
ろ
う
。
ま
ず
、
本
判
決
が
、
本
件
事

故
に
政
府
保
障
事
業
の
適
用
を
肯
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
道
路

上
の
自
動
車
の
運
行
の
際
に
生
じ
た
、
不
特
定
の
第
三
者
の
損
害
を

救
済
す
る
観
点
か
ら
は
、
評
価
で
き
る
。

　
し
か
し
、
本
判
決
は
、
「
結
局
、
構
内
自
動
車
の
運
行
に
よ
っ
て

生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
政
府
の
保
障
事
業
の
適
用
を
受
け
ら
れ
な

い
の
は
、
こ
の
種
の
自
動
車
が
工
場
内
等
で
運
行
さ
れ
て
い
る
場
合

の
事
故
に
限
ら
れ
」
る
、
と
判
示
し
、
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事
故

の
発
生
場
所
が
工
場
内
等
で
あ
る
か
道
路
上
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、

政
府
保
障
事
業
の
適
否
を
判
断
す
る
趣
旨
を
述
べ
る
（
そ
の
他
、
構

内
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
の
発
生
場
所
が
道
路
上
か
道
路
外
の

工
場
内
か
に
よ
っ
て
政
府
保
障
事
業
の
適
否
を
区
別
す
る
立
場
と
し

て
、
宮
原
守
男
「
政
府
の
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
事
業
の
現
状
と
課

題
」
現
代
民
事
裁
判
の
課
題
⑧
・
塩
崎
勤
編
五
九
九
頁
〔
構
内
自
動

車
が
「
道
路
上
を
運
行
す
る
場
合
に
は
自
賠
責
保
険
（
共
済
）
へ
の

加
入
が
用
件
と
な
る
の
で
、
道
路
上
で
無
保
険
で
事
故
を
起
こ
し
た

と
き
に
は
『
無
保
険
事
故
』
と
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
〕
、
運
輸
省

地
域
交
通
局
自
動
車
保
障
課
・
前
掲
書
八
二
～
八
三
頁
、
一
六
七
頁
、
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大
工
強
「
判
批
」
判
タ
八
五
二
号
八
五
頁
が
あ
る
）
点
に
は
賛
成
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
賠
法
七
二
条
一
項
に
は
、
「
自
動
車
」
と

そ
の
「
運
行
」
と
が
要
素
と
な
っ
て
お
り
、
場
所
は
要
素
で
は
な
く
、

ま
た
、
自
賠
法
二
条
二
項
の
「
運
行
」
の
定
義
を
見
て
も
場
所
は
要

素
で
は
な
く
、
自
賠
法
上
「
そ
の
要
素
で
な
い
場
所
を
も
っ
て
、
要

素
で
あ
る
自
動
車
の
種
類
・
属
性
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は

ず
」
（
上
告
理
由
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に
、
場
所
に
よ
り
自
動

車
の
種
類
・
属
性
が
変
更
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
般
の
自
動
車

（
既
登
録
の
無
保
険
車
）
が
工
場
内
に
進
入
し
そ
こ
を
運
行
中
に
第

三
者
に
人
身
損
害
を
被
ら
せ
た
場
合
、
そ
の
自
動
車
は
構
内
自
動
車

に
変
更
さ
れ
そ
の
被
害
者
に
は
政
府
保
障
事
業
が
適
用
さ
れ
な
い
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
ま
た
、
本
判
決
は
、
構
内
自
動
車
の
「
本
来
の
用
途
か
ら
外
れ
て
、

道
路
上
を
運
行
し
て
い
る
際
に
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
に
は
、
自
賠

法
に
反
し
て
責
任
保
険
ま
た
は
責
任
共
済
の
契
約
を
締
結
し
な
い
ま

ま
、
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
し
た
場
合
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な

い
」
と
い
う
理
論
に
基
づ
き
、
本
件
事
故
に
つ
き
政
府
保
障
事
業
の

適
用
を
肯
定
し
た
点
に
つ
い
て
も
、
疑
念
を
抱
く
。
と
い
う
の
は
、

ま
ず
、
第
一
に
、
「
自
賠
法
に
反
し
て
責
任
保
険
ま
た
は
責
任
共
済

の
契
約
を
締
結
し
な
い
ま
ま
」
と
い
う
件
は
「
付
保
義
務
を
履
行
し

な
い
で
（
自
賠
法
五
条
、
八
七
条
一
号
）
無
保
険
の
ま
ま
」
と
い
う

意
味
と
解
さ
れ
る
が
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
加
害
車
が
付
保

義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
自
動
車
か
否
か
は
政
府
保
障
事
業
の
適
用

要
件
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
か
り
に
、
「
自
賠
法
に
反

し
て
責
任
保
険
ま
た
は
責
任
共
済
の
契
約
を
締
結
し
な
い
ま
ま
、
自

動
車
を
運
行
の
用
に
供
し
た
場
合
」
と
類
似
す
る
点
を
探
す
と
、
そ

れ
は
「
構
内
自
動
車
の
本
来
の
用
途
か
ら
外
れ
て
道
路
上
を
運
行
し

た
場
合
」
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
そ
の
上
で
さ
ら
に
事
故

を
起
こ
し
た
こ
と
」
ま
で
は
不
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。
事
故
の
発
生
の
有
無
は
無
保
険
車
と
し
て
の
運
行
の
類
似
性
に

は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
む
し
ろ
、
構
内
自
動
車
の
運
行
に
よ
り
第
三
者
に
人
身
損
害
が
生

じ
政
府
保
障
事
業
以
外
に
他
に
救
済
手
段
が
な
い
場
合
に
は
、
事
故

の
発
生
場
所
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
加
害
車
に
付
保
義

務
が
課
せ
ら
れ
る
自
動
車
で
あ
る
か
否
か
と
は
無
関
係
に
、
第
三
者

に
政
府
保
障
事
業
に
よ
る
救
済
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
実
質

説
）
。
自
動
車
の
市
場
価
格
が
比
較
的
廉
価
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い

そ
の
保
有
者
が
必
ず
し
も
賠
償
資
力
を
備
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
く

な
っ
た
と
い
う
今
日
的
な
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
自
動
車
事
故
被
害
者

の
法
的
救
済
の
間
隙
は
可
及
的
に
埋
め
る
べ
き
で
あ
る
。

九
　
本
判
決
に
対
し
て
Y
は
上
告
し
た
が
、
最
高
裁
第
三
小
法
廷
は

平
成
五
年
三
月
一
六
日
に
上
告
棄
却
の
判
決
を
下
し
た
（
平
三
㈲
二
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六
〇
号
、
損
害
賠
償
請
求
事
件
、
判
時
一
四
六
二
号
九
九
頁
、
判
タ

八
二
〇
号
一
九
一
頁
、
金
判
九
二
五
号
三
頁
、
訴
務
月
報
三
九
巻
一

一
号
壬
一
二
一
頁
）
。
日
く
、
「
自
賠
法
一
〇
条
に
い
う
『
道
路
…
…

以
外
の
場
所
の
み
に
お
い
て
運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
』
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
本
来
の
用
途
か
ら
外
れ
て
道
路
上
を
走
行
中
に
事
故
が

発
生
し
て
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
被
保
険
者
以
外
の
者
の

自
賠
法
三
条
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
が
生
ず
る
場
合
に
は
、

右
事
故
に
つ
き
、
自
賠
法
七
一
条
に
規
定
す
る
政
府
の
自
動
車
損
害

賠
償
保
障
事
業
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

と
。
こ
の
判
決
の
文
言
を
次
の
よ
う
に
解
し
た
い
と
思
う
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
「
本
来
の
用
途
か
ら
外
れ
て
道
路
上
を
走
行
中
に
事
故
が

発
生
し
て
」
と
の
表
現
は
、
事
故
の
特
殊
性
を
述
べ
て
い
る
だ
け
に

す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
加
害
車
が
付
保
義
務
の
課
せ
ら
れ
て
い
る
自
動

車
で
あ
る
か
否
か
と
は
無
関
係
に
、
「
構
内
自
動
車
で
あ
っ
て
も
、

…
…
自
賠
責
無
保
険
者
に
運
行
供
用
者
責
任
が
発
生
す
れ
ば
、
政
府

保
障
事
業
が
適
用
さ
れ
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
、

と
。十

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
本
判
決
の
結
論
に
は
賛
成
す
る
が
、
そ
の

理
由
に
は
反
対
す
る
。
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